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1. 組織の概要

事業所名

昭和車体工業株式会社

代表取締役

目野　和博

所在地

〒319-0106  茨城県小美玉市堅倉1736-9及び11

環境管理責任者

目野　和博

担当者連絡先

担当者：斉藤　尚美

TEL：0299-48-2511

FAX：0299-48-2515

事業内容

トラック車体製造及び修理

事業規模

資本金 ８０００万円

主要製品生産量 110台（令和4年度実績）

売上高 411百万（令和4年度実績）

社員数 22名（他役員3名）

事業所数 １ヶ所

設立 昭和５６年９月

床面積 ４０００.３０㎡

報告対象期間

令和4年４月1日～令和5年3月31日

認証・登録対象範囲

全組織・全活動・全従業員
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2 . 環境経営方針

環境理念

当社は、国の方針である2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現に向けて、架装メーカーとして、何が出来るのかを考え、技術力、人材力、

社会的責任、地元貢献、この4つの視点を意識し、将来ビジョン達成へ歩みを

進めて行きます。

環境方針

１、環境負荷低減に取組むために、対策を推進する体制を整備します。

２、環境への取組みとして、特に次の事項に取組みます。

①二酸化炭素の削減

②廃棄物排出量の削減

③水使用量の削減

④化学物質排出量の削減

⑤当社製品及びサービス

取引先に対して、環境保全の提案をする。

環境に配慮した設計・施工により環境負荷の低減に努める。

⑥会社周辺を定期的に清掃し、環境美化に努める。

３、関係する各種法規を遵守するほか、環境保全に対する意識の向上に

努めます。

４、環境に関する知識の普及・啓発を図ります。

環境経営システムの内容を、全社員に周知徹底し、環境に対する意識の

向上に努めます。

５、本方針はもとより、当社が行う環境経営システムの内容を全社員に周知徹底

させ、環境に対する意識の向上に努めます。

平成20年６月1日制定

令和3年5月19日改訂

  代表取締役　目野　和博
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昭和車体工業株式会社



3 . 昭和車体工業株式会社　環境組織図

社長

事務局

部門責任者
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*環境管理責任者は代表取締役が兼任する。
*環境方針を制定する。
必要な責任者を任命する。該当者には、現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示す
る。
*エコアクション21の構築・運用・維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器・設備・技術・
技能を含む）を準備する。

*事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション21に関する実務全般を所管する。

*所属する皆の統括及び問題が発生した場合の指導、また問題がないよう周知及び徹底。

代表取締役

環境管理責任者
代表取締役

事務所部門責任者
（事務・営業）

目野

工場部門責任者
（鉄工・木工・艤装・塗装）

磯部

事務局
斉藤
大浦



4. 環境経営目標と取組み結果

年度 R2年実績値 R4年 R4年 R5年 R6年

単位 目標 目標
達成率
実績

目標 目標

▲1% 96% ▲2% ▲3%

2973 2943 3074 2914 2884

▲1% 120% ▲2% ▲3%

79757 78959 65774 78162 77364

(前年度実績) (4244) 3239 (3239) ****

83%

2744 2717 3258 3200 3200

113%

**** 63036 55656 61148 ****

▲1% 106% ▲2% ▲3%

750 743 700 735 728

▲1% 105% ▲2% ▲3%

271 268 256 266 263

▲1% 122% ▲2% ▲3%

716 709 582 702 695

▲1% 115% ▲2% ▲3%

1002 992 864 982 972

109%

100 101 110 102 103

150%

6 6 4 6 6

100%

24 24 24 24 24

＊ｶﾞｿﾘﾝ･電気使用量･廃棄物排出量･水使用量･化学物質排出量はR2年度実績値基準、毎年1%ずつ削減を目標にする。
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④事業活動で
使用する塗料
の削減によ
り、化学物質
の削減に努め
る。

トルエン(㎏)

キシレン(㎏)

水使用量(㎥)
水使用量
の削減

③事業所内水
使用量の削減
に努める。

方針 取組み項目

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減
(L)

①事業活動
におけるｶﾞ
ｿﾘﾝ・電気
使用量・軽
油・灯油の
削減により
二酸化炭素
排出量の削
減に努め
る。

②事業活動か
ら発生する廃
棄物の排出量
の削減に努め
る。

＊灯油はR5年度より3200Lを目標とし、管理する。

＊R4.1月から営業車が1台減った為、ｶﾞｿﾘﾝ(4459L)と取引先へ環境保全の提案(150件)は、R2年度の実績の2/3を目標値とする。

＊購入電力排出係数は、平成31年度からは平成30年度オリックス(株)の基礎排出係数(0.485㎏-CO2/kWh)を用いて算定。

＊軽油は新車の出荷時に必要な為、給油量が少ないとｶﾞｽ欠の恐れがあるので、R4年度から実績のみを管理する。(CO2排出量には含む)

電気使用量の削減
(kWh)

軽油使用量の削減
(L)

灯油使用量の削減
(L)

二酸化炭素排出量
の削減(kg-CO2)

取引先へ環境保全の提案
(件)

手直し･ｸﾚｰﾑの削減と発生
件数の管理(件)

会社周辺の清掃(年/回)

⑤取引先に対
して、環境保
全と環境負荷
の低減に努め
る。

⑥会社周辺の
環境美化に努
める。

化学物質削
減

廃棄物排出
量の削減

木くず
(kg)



5. 環境経営計画
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①

⑤

④

水使用量の
削減

トルエン

キシレン

⑥

方針

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減

電気使用量の削減

軽油使用量の削減

灯油使用量の削減

取引先へ環境保全の提案

手直し･ｸﾚｰﾑの削減と
発生件数の管理

会社周辺の清掃

化学物質
削減

水使用量

②
廃棄物排出量

の削減
木くず

③

取組み項目

・取引先に対して、当社のEA21の取組みを理解して戴くと共に、
 環境保全の提案及び推進を行う。

・手直し・クレームの削減に努める。

・会社周辺の清掃活動を月2回行う。

活動計画の内容

・塗料及びシンナー等、無駄のないように使用する。

・急発進、急ブレーキ、急加速はしない。
・アイドリングストップの励行。
・月初めの給油時の空気圧のチェック。
・不要な荷物を下ろす。

・退社時、パソコンの電源を切る。
・昼休み、工場の消灯を実施する。
・電気使用量のグラフを掲示し、実績の『見える化』を推進。

・注意事項を記した手順書を掲示し、無駄のないように使用する。

・端材の少ない寸法取りをする。
・再利用出来るものは、リサイクルする。

・手洗い時の水の出し放しはしない。
・洗車時はウエスを使用する。



6. 環境経営計画の取組み結果とその評価及び次年度の取組み内容

年度 R4年度 R4年度

単位 目標 実績

▲1% 96%

2943 3074

▲1% 120%

78959 65774

(4244) 3239

83%

2717 3258

113%

63036 55656

▲1% 106%

743 700

▲1% 105%

268 256

▲1% 122%

709 582

▲1% 115%

992 864

109%

101 110

150%

6 4

100%

24 24

＊今年度の取組み結果＊
１,二酸化炭素排出量削減では、ガソリン・電気・軽油・灯油使用量の削減に取り組みました。

２,廃棄物の床板材の端材は極力使うように努めました。
３,水使用量は、無駄のないように使用出来ました。
４,化学物質は、塗料・シンナーを無駄のないように使用するよう取り組みました。
5,取引先に、環境保全の提案と手直し･ｸﾚｰﾑの削減及び発生件数の削減に

6,会社周辺の清掃活動を継続して実施出来ました。

＊次年度の主な取組み内容＊
１,二酸化炭素排出量削減では、ガソリン・電気・灯油の使用量削減に取組む。
　軽油は新車の出荷時に必要な為、ｶﾞｽ欠の恐れがあるので、実績のみを管理する。
２,廃棄物では、再利用できるものはリサイクルを徹底する。
３,水使用量では、事務所・工場で無駄のないように使用する。
４,化学物質は、塗料・シンナーを無駄のないように使用する。
5,取引先に環境保全の提案と手直し,ｸﾚｰﾑの削減及び発生件数の削減に取組む。
6,会社周辺の清掃活動を月2回実施する。
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　取り組みました。

　R3.10月に電気を再生可能エネルギー100％にしました。
　ガソリンは効率の良い動かし方を考え、活動を推進する事が出来ました。

取引先へ環境保全の提案(件)

手直し･ｸﾚｰﾑの削減と発生件数
の管理(件)

会社周辺の清掃(年/回)

⑤取引先に対して、
環境保全と環境負荷
の低減に努める。

⑥会社周辺の環境美
化に努める。

手直し・ｸﾚｰﾑの削減及び発生件数の削減を推進
した。

会社周辺の清掃活動を継続して実施できた。

④事業活動で使用す
る塗料の削減によ
り、化学物質の削減
に努める。

②事業活動から発生
する廃棄物の排出量
の削減に努める。

廃棄物排出
量の削減

木くず(t)

③事業所内の水使用
量の削減に努める。

水使用量の
削減

水使用量
(㎥)

化学物質削
減

トルエン
(㎏)

キシレン
(㎏)

床板材の端材は極力使いように努めました。

毎月の使用量を管理し、無駄のないように使用
できた。

取引先に対して 当社のEA21の取組みを理解して
戴くと共に 環境保全の提案及び推進を行えた。

化学物質削減の為、無駄のないように使用でき
た。

取組みの評価

ガソリン削減においては、エコドライブ管理票
を作成し、3ヶ月に一度確認を行えた。
効率の良い動かし方を考え、活動を推進するこ
とができた。
電気使用量削減においては、電気使用量グラフ
を掲示し、実績の『見える化』が実施できた。
事務所、休憩所等は、なるべく少ない電灯にて
作業できた。
軽油は、陸送ドライバーの方に会社の活動を理
解して戴き、削減に努めることができた。
灯油は主に、塗装の乾燥時に使うので、可能な
限り自然乾燥に努めました。

方針 取組み項目

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減(L)

電気使用量の削減(kwh)

軽油使用量の削減(L)

①事業活動における
ｶﾞｿﾘﾝ・電気使用量・
軽油・灯油の削減に
より二酸化炭素排出
量の削減に努める。

二酸化炭素排出量
の削減(kg-CO2)

灯油使用量の削減(L)



7 . 環境関連法規への違反、訴訟等の有無

適用される環境関連法規の遵守状況

法令名称 主な実施項目 遵守状況

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律
（廃棄物処理法）

委託契約
適正保管と掲示板
マニュフェストの発行と管理

遵法

PCB特別措置法 PCB保管施設の適正表示・保管 遵法

下水道法 排水管等の排水設備の設置 遵法

騒音規制法 設置届出 遵法

振動規制法 設置届出 遵法

計量法 報告書の提出及び計量器検査 遵法

道路運送車両法
不正改造ポスターの掲示
新規検査等届出書（顧客提出分）の
発行

遵法

工場立地法 届出 増改築発生時

高圧ガス保安法 高圧ガスの貯蔵の基準に従う 遵法

PRTR法
年間の指定化学物質排出量が
１t以上の場合届出

遵法

消防法

危険物を指定数量以下貯蔵及び取扱
う
発注発生時在庫残量の連絡による
常時在庫量の管理（適正化）

遵法

環境関連訴訟等の有無

8.  代表者による全体の評価と見直し結果
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環境関連法規制の遵守評価を行った結果、法律を遵守しており、関係機関等からの
指摘や周辺住民からの苦情もなく、訴訟についてもありませんでした。
また、外部からの苦情もありませんでした。

R5.3月 甲種防火管理講習修了しました。
電気をR3.10月より再生可能エネルギー100％にしました。
重金属4物質フリー宣言の実施を継続して行いました。
来年度も、会社周辺の清掃活動を継続的に月に2回行う。
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